
 

資料３ 

 

事業運営上の留意事項  

 
指定に関すること 

・指定後の各種手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１～７４ 

 

指導に関すること 

・指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項・・・・・・・・・・・・７５～１００ 

 

その他 

・大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び 

 運営に関する基準を定める条例等の一部改正（令和３年度介護報酬改定）１０１～１０２ 

・ICT導入支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３ 

・介護ロボット導入活用支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ 

・介護職員等特定処遇改善加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５～１０８ 

・令和 4年度介護報酬改定による処遇改善・・・・・・・・・・・・・・・１０９～１１０ 

・介護サービス情報の公表制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１～１１２ 

・「災害時情報共有システム」概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３ 

・訪問看護ステーション（医療保険）の取扱いに関する留意点・・・・・・１１４～１１５ 

・介護職員による喀痰吸引等を実施する際の注意事項・・・・・・・・・・・・・・１１６ 

・「生活保護法に基づく介護について」（居宅）・・・・・・・・・・・・・１１７～１２０ 

・介護保険と障害福祉の適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２１ 

・介護支援専門員に対する処分事例について／介護支援専門員証の有効期間に関するお知

らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２２～１２３ 

・介護支援専門員の資格登録、証交付・更新、法定研修等の対応関係・・・・・・・１２４ 

・主任介護支援専門員研修・更新研修に関して・・・・・・・・・・・・・・・・・１２５ 

・新型コロナウイルス感染症に関する特例措置・・・・・・・・・・・・・１２６～１３１ 

（介護支援専門員資格、主任介護支援専門員更新研修の受講要件） 
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